
利 用 上 の 注 意

１．調査の目的

我が国の消費者向け電子商取引の実態について売上高（商品別）、販売方法、配送方法、決済

手段等を明らかにすることを目的としている。

２．調査の根拠

統計法（平成１９年法律第５３号）に基づく一般統計調査である。

３．調査の期日

本調査は平成２１年１０月１日現在で実施した。

売上高、決済方法、受取方法等については、平成２０年４月１日から平成２１年３月３１日

までの１年間又は調査日に最も近い決算日前の１年間によるものとしている。

４．調査の範囲

全産業における消費者向け電子商取引を行う事業者

５．調査の方法及び経路

郵送方式及びオンライン方式により実施。

調査の経路は、以下のとおり。

経済産業大臣 民間企業（業務受託事業者） 報告者

６．調査の項目

（１）調査事項は以下のとおり。

①企業の名称又は個人事業者の名称及び電話番号

②企業又は個人事業者の所在地

③経営組織及び資本金額又は出資金額

④消費者向け電子商取引への参入時期

⑤事業従事者数

⑥事業従事者数のうち電子商取引（BtoB 及び BtoC）部門

⑦企業又は個人事業者全体の売上高

⑧企業又は個人事業者全体の売上高の最も多い業種

⑨消費者向け電子商取引年間売上高（品目別）

⑩電子商取引以外の消費者への販売方法の別

⑪消費者の購入端末の形態の識別状況

⑫消費者の購入端末形態別の割合

⑬インターネット上に出店している店舗形態（電子モール型・自前型）

⑭電子モール型への出店数

⑮オークション実施の有無



⑯消費者が選択した決済方

⑰消費者が選択した受取方
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○ コンビニエンスストアに設置された端末での販売（サッカーくじを除く）

【対象とならない物品、サービス】

× 受発注行為の準備行為に関連する見積もり、購入前調査

・ 見積もり請求、資料請求又はカタログ請求

× 通常、コンピュータネットワーク上で契約が完結することのないもの

・ 商取引の間に電話等の連絡・確認行為が含まれる場合

・ 不動産・住宅リフォーム・自動車レンタカー

× 直接消費者と商取引を行わない広告用ホームページ開設のみの場合

・ 商品を広告するためのホームページの開設

・ 消費者に向けて買い物かごによる購入や予約ができない場合

・ 他のサイトにリンクしているだけの場合

× 銀行、消費者金融のＡＴＭ及び鉄道・航空・バス等の自動券売機の取引

・ 航空機、電車、バスなどのインターネットや携帯電話からの座席予約は

対象となりますが、自動券売機売り上げは専用線を使用している場合

が多いことから対象外

× 営利を目的としない取引（公営ギャンブル）

・ 競馬、競輪、サッカーくじ等

７．公表

平成２２年６月１１日に公表。

８．主な用語の説明

（１）事業者

消費者に対しインターネットを通じて物品・デジタルコンテンツの販売やサービスの

提供を行う企業又は個人事業者。

（２）経営組織

法律の規定により法人格を認められて事業を経営するもののうち、株式会社、有限会

社、合同会社、合資会社及び合名会社は「会社」、前記以外のものは「会社以外の法人等」

（生協・農協・漁協等）である。また、「個人事業者」（個人経営）は個人で事業を営ん

でいるものである（個人による共同経営の場合を含む）。

（３）資本金額（又は出資金額）

平成２１年１０月１日現在で払込済みの資本金又は出資金の額。

（４）参入時期

インターネット上における店舗を開設した時期。



（５）事業従事者

平成２１年１０月１日現在における事業従事者。事業従事者とは、対象企業において

働いている者で、「個人業主（個人経営の事業主）及び無給の家族従業者」、「有給役員」、

「常用雇用者」、「臨時雇用者」、「他の会社など別経営の会社（企業）から出向・派遣さ

れている者」を含み、他の会社（企業）など別経営の会社（企業）へ出向・派遣してい

る者は含まない。

事業従事者区分は以下のとおりである。

a） 企業又は個人事業者全体の事業従事者数

電子商取引（BtoB 及び BtoC）業務以外の従事者を含む。

b） 電子商取引部門の従事者数

上記のうち、電子商取引（BtoB 及び BtoC）の業務に従事している者。

（６）売上高

① 企業又は個人事業者全体の売上高

平成２０年４月１日から平成２１年３月３１日までの１年間又は調査日に最も近い

決算日前の１年間に得た企業又は個人事業者全体の売上高（税込み）。

② 消費者向け電子商取引年間売上高

平成２０年４月１日から平成２１年３月３１日までの１年間又は調査日に最も近い

決算日前の１年間に得た企業又は個人事業者全体の売上高（税込み）のうち、対事業

者向けを除く、対消費者向けの電子商取引によるもの。

（７）産業分類

企業又は個人事業者全体の売上高の最も多い業種を日本標準産業分類（平成１９年

１１月第１２回改定）の大分類で分類したものをいう。なお、「大分類Ｓ－公務（他に分

類されるものを除く）」と「大分類Ｔ－分類不能の産業」は分類対象外とする。

（８）取扱品目

消費者向け電子商取引年間売上高の対象品目を以下の２２品目に区分したものである。

○ ：調査対象となる品目の例

× ：調査対象とならない品目の例

【 】：売上高の範囲

〈物品〉

01:衣料品・アクセサリー

○ 衣料、靴、カバン、アクセサリー類など

02:家電品・ＰＣ及びＰＣ関連製品

○ 家電全般（洗濯機、冷蔵庫など） ○ ＡＶ機器（ＤＶＤ/ＣＤプレーヤ

など）

○ ＰＣ本体及びＰＣ周辺機器（プリンタなど） ○ ＰＣ関連製品（ソフト

ウェアなど）

03:書籍・音楽・エンタテイメント系ソフト



○ 新聞・書籍・音楽ソフト（ＣＤ、ＬＰ、カセットなど）のパッケージメデ

ィア

○ 映画、ドラマ、ドキュメンタリーなど（ＤＶＤ、ビデオ）のパッケージメ

ディア

04:食料品・飲料

○ 食品、酒類を含む飲料

○ 健康食品、サプリメント

05:健康・美容関連品

○ 健康器具、トレーニング関連器具、介護用品など

○ 化粧品・トイレタリー、香水、アロマテラピー製品（オイル、器具など）

○ 医薬品

06:家具・雑貨

○ 家具（組み立て家具など含む）

○ 文房具、生活雑貨、小物品などの雑貨類

07:趣味（スポーツ用品・楽器など）

○ スポーツ用品、楽器、玩具、ペット用品など

○ 趣味性の高い製品（碁石、芸能人のサインやコレクターグッズ、海外製ポ

スター、アニメフィギュアなど）

08:自動車

○ ４輪、２輪車販売（中古車も含む）

○ ４輪、２輪車用部品、アクセサリー販売

09:中古品・骨董品

○ 上記 1～7 及び 10 の物品の中古品、古道具・古美術品

10:その他の物品

○ 上記カテゴリーに含まれない物品（花卉（花束、鉢植え）、コンタクト

レンズ、観葉植物、ブーケなどのフラワーアレンジメント製品、ドライ

フラワーなど）

〈サービス〉

11:旅行

○ 旅館、ホテルなどの宿泊予約

○ ツアー、パッケージ旅行などの申込み

○ 航空機、電車、バスなどの座席予約

× 鉄道・航空・バスの自動券売機売上を除く

12:イベントチケット

○ 各種イベントチケット（コンサート、博物館、美術館など）の予約／販売

× サッカーくじ等

13:金融（銀行・証券）

○ オンラインバンキング、オンライントレーディング

【消費者からの手数料収入額等】

× 消費者向け金融業務及びＡＴＭ銀行端末の取引は除く



14:金融（保険）

○ ダイレクト保険（損害保険、傷害保険等）

【ネット経由で成約に至った損害保険料収入額】

15:場の運営、インターネットオークションの運営

○ 消費者を対象とした掲示板、ブログなどの運営、インターネットオークシ

ョンなどの運営【消費者から入場料／登録料や落札／出品手数料を徴収し

ている場合、その総額】

× 直接消費者と商取引を行わないサイト運営業務を除く

16:相談系サービス

○ 教育、健康、法律、税務などの有料相談

【ネット上のサービスに対する対価】

17:その他の予約系サービス

○ 上記カテゴリーに含まれない予約など

○ 飲食店・レストラン、ゴルフ場予約など ○ ＣＤ・ＤＶＤ等の

レンタル

【ネット経由で予約し、その後受益したサービスに対する対価】

× 自動車レンタカーを除く

18:その他のサービス

○ 上記カテゴリーに含まれない非物販系サービス

【ネット上のサービスに対する対価】

× 競輪・競馬等の公営ギャンブルを除く ×不動産、住宅リフォーム

〈デジタルコンテンツ〉

19:映像

○ 動画像などの販売

20:音楽・音声

○ 音楽配信の販売、携帯電話向けコンテンツ（着メロ、着うた、着うたフル）

販売

21:ゲーム

○ ゲームソフト（ダウンロード）の販売

○ オンラインゲームサイトの運営

22:その他のデジタルコンテンツ（図書・新聞、画像・テキストなど）

○ ＰＣ壁紙・オンライン写真集などの販売、占い、電子書籍、待ち受け画像、

オンラインマガジンなどの販売など

（９）決済方法

消費者が選択した決済手段。平成２０年４月１日から平成２１年３月３１日までの１

年間又は調査日に最も近い決算日前の１年間に得た消費者向け電子商取引売上高にかか

る決済方法をいう。「物品の売上高の合計額」、「サービスの売上高の合計額」、「デジタル

コンテンツの売上高の合計額」のそれぞれに対する金額ベースでの決済手段の種類別割

合。



決済手段の種類は以下のとおり。

01:クレジットカード

02:代金引換

03:銀行振込・郵便振替

04:コンビニ支払い

05:課金（キャリア課金などインターネット通信費に加算することで決済される

方法）

06:その他（電子マネーによる決済方法など）

（10）受取方法

消費者が選択した受取方法。平成２０年４月１日から平成２１年３月３１日までの１

年間又は調査日に最も近い決算日前の１年間に得た消費者向け電子商取引売上高のうち、

「物品の売上高の合計額」に対する金額ベースでの受取方法の種類別割合。

受取方法の種類は以下のとおり。

01:宅配便

02:郵便

03:自社配送（自家用車あるいは自社の仕立てた配送者によって商品配送を行うも

の）

04:コンビニ受け取り

05:直接受取

06:その他

（11）電子商取引以外の消費者への販売方法
事業者が電子商取引以外に持っている販売チャネル。電子商取引において取り扱って

いる商品・サービスには限らない。

販売方法の種類は以下のとおり。

01:電子商取引以外の通信販売（カタログ販売等）

02:店舗等の店頭販売

（12）消費者の購入端末の形態の識別状況
事業者側からみた消費者の購入端末形態の識別状況。「消費者向け電子商取引売上高の

合計額」を 100％とした金額ベースでの識別状況の種類別割合。

購入形態別割合（識別可能時）の種類は以下のとおり。

01:パソコン（パソコンホームページからの購入）

02:モバイル（携帯電話、PDA などモバイル向けホームページからの購入）

03:その他

（13）インターネット上への出店形態
① インターネット上への出店形態とは、事業者がインターネット上に出店している店

舗形態。



インターネット上への出店形態の種類は以下のとおり。

01:電子モール型

02:自前型

【電子モール型】 
販売したい商品・サービスを持つ売り手に対して、パソコンやモバイルの環

境の中で、電子モール※を主宰する事業者が販売の場を提供し（一部販売の支

援を行い）、売り手はテナントとして電子モールに出店し、電子モールの集客力

によって商品・サービスを販売する。あわせて、出店する事業者は主宰者に対

価を支払う事業形態をいう。

※ 電子モールとはインターネット上で商品やサービスを販売する web ページ
へのリンクを集めた webサイト。

【自 前 型】 
販売したい商品・サービスを持つ売り手が、自らネットショップを構築し（あ

るいはＡＳＰサービス（パッケージ利用型等）を利用して）、運営する事業形態

をいう。

② 電子モール型商店街への出店数

事業者が１モールに複数出店している場合は、商品数にかかわらず、その複数分の

出店数。

（14）オークション実施の有無
事業者がインターネット上に出店している店舗形態（電子モール型又は自前型を問わ

ず）におけるオークション実施の有無。売上発生の有無にかかわらない。

９．その他

（１）記号及び注記

① 記号

この調査結果の概況及び統計表中に使用している記号は以下のとおり。

「 - 」：該当数値なし

「 0 」及び「0.0」：単位未満（本調査で回答可能な最低金額１万円を下回る金額

「 x 」：事業者数が１又は２に関する数値で、これをそのまま掲げると個々の申告

者の秘密が漏れるおそれがあるため数値を秘匿した箇所である。また、事業

者数が３以上に関する数値であっても前後の関係から秘匿の数値が判明す

る箇所は、「 x 」で表した。

② 数値

公表数値は、単位未満を四捨五入しているため、内訳の積み上げと合計が一致しない場

合がある。

なお、回答が得られなかった調査事項もあるため、各設問ごとに回答のあった事業者の

みを集計し、算出している。



（２）回収状況

回収率は以下のとおり。

調 査 対 象 事 業 者 数：５６，１９９

調 査 票 回 収 数：３０，８１２

回 収 率：５５％

集 計 事 業 者 数：２７，５５８

有 効 回 答 率：４９％

※調査対象事業者数は、廃業、休業及び調査対象外事業者を含まない。

※回収率は、調査票回収数÷調査対象事業者数により算出。

※調査票回収数と集計事業者数（有効回答事業者数）の差は無効回答事業者数である。

（３）その他の注意事項

① 転載について

この統計表に掲載された数値を他に転載する場合は、「経済産業省経済産業政策局調査統

計部平成 21 年消費者向け電子商取引実態調査結果｣による旨を明記してください。

② 問い合わせ先

この統計表に関する問い合わせは、下記宛にお願いします。

〒100‐8902 東京都千代田区霞が関一丁目３番１号

経済産業省経済産業政策局調査統計部産業統計室

電話 03(3501)1511(内線 2897）

統計アクセス用ＵＲＬ http://www.meti.go.jp/statistics/tyo/denshi/index.html


